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剣道称号受審に係る要件及び講習受講について 
 

時下 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。日頃より本連盟の事業推進にあたり、ご理解と 

ご協力を賜り深く感謝申し上げます。 

剣道称号審査につきまして、令和 8年 7月より受審要件を統一し、受審に際しましては講習受講を必須と 

致しますのでご案内申し上げます。 

 

1 実施目的 

称号・段級位審査規定（P23）に称号受審者の要件として「地方代表団体が行う講習を受け（中略）能力の認

定を受けていること」と明記され、さらに全日本剣道連盟（以下 全剣連）からも別紙のとおり講習受講回

数徹底の通達があったが、本県では周知されていなかったため受審要件の統一を図る。 

 

2 称号審査会受審・支部推薦の条件 

（１） 称号受審希望者は、全剣連の規程に従い、必ず「称号受審者講習」を受講する。 

受講回数は、錬士は 1 回、教士は七段取得後 2 回を原則とする。 

（２） 年 2 回の称号講習（前期・後期）は全剣連から指示された内容（日本剣道形・指導法・審判法）を分けて

行うため、教士は両方を受講することとする。順序の交換（後期・前期）は可とする。錬士は前期後期の

いずれかを受講すること。  

（３） 支部推薦にあたって、支部長は称号受審者講習受講修了証（錬士１枚、教士２枚）の提出を確認した上で

推薦書の記入、提出を行うこと。 

（４） 対象 

錬士・・ 令和 8 年 7 月以降に講習会を受講する者より適用する。 

教士・・教士受審に向けての受講回数（前期・後期の 2 回）については令和 8 年 7 月以降に初回の 

講習を受講する者より適用する。 

（５）特例 

   社会体育指導員（中級）取得者は錬士受審のための講習を、（上級）取得者は教士受審のための講習を免除

する。  

【備考】 

・令和 8 年 11 月の教士受審者について 

（１） 令和 8 年 5 月までの受講歴がある者は現在までの慣例にならい受審を認める。 

（２） 令和 8 年 7 月に最初の受講した者は教士審査後、令和 9 年 3 月の講習（後期）を受けることを条件とす

る。 

・令和 9 年 5 月の教士受審者は、申し込み後に令和 9 年 3 月の講習（後期）を受けることを条件とする。 

 

ご不明な点やご相談等ありましたら事務局まで連絡下さい。 
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